
東京家庭裁判所及び管内の支部、出張所

●申立書提出先一覧

特別区の存する区域（千代田区、中央区、港
区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東
区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋
谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川
区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸
川区）、三宅村、御蔵島村、小笠原村

東京家庭裁判所（本庁）

【成年後見、保佐、補助、未成年後
見の申立て】
　　後見センター
【ハーグ条約実施法に基づく子の
返還、面会交流の申立て】
　　家事第１部３係 （ハーグ係）
【遺産分割の申立て】
　　家事第５部
【上記以外】
　　家事訟廷事件係

〒100-8956
東京都千代田区霞が関1-1-2

八丈支庁の所管区域（八丈町、青ヶ島村） 東京家庭裁判所八丈島出張所
〒100-1401
東京都八丈島八丈町大賀郷1485-１

訴訟の申立書提出
先は東京家裁本庁で
す。手続は東京家裁
本庁で進められます。

大島支庁の所管区域（大島町、利島村、新
島村、神津島村）

東京家庭裁判所伊豆大島出張所
〒100-0101
東京都大島町元町字家の上４４５－１０

訴訟の申立書提出
先は東京家裁本庁で
す。手続は東京家裁
本庁で進められます。

八王子市、日野市、あきる野市、西多摩郡日
の出町、西多摩郡檜原村、立川市、府中市、
昭島市、調布市、国分寺市、国立市、狛江
市、東大和市、武蔵村山市、武蔵野市、三鷹
市、小金井市、小平市、東村山市、西東京
市、清瀬市、東久留米市、青梅市、福生市、
羽村市、西多摩郡瑞穂町、西多摩郡奥多摩
町、町田市、多摩市、稲城市

東京家庭裁判所立川支部

 【後見関係、不在者財産管理人、
相続財産清算人（相続人不明）の
申立て】
　　後見係
【人事訴訟の申立て】
　　人訴係
【上記以外】
　　家事訟廷事件係

〒190-8589
東京都立川市緑町１０－４

住所等 備考所在地申立先


